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総会 
（代議員制） 
○協議会の最高決議機関 
○総会の協議事項 
1 規約の制定及び改廃 
2 事業計画・事業報告 
3 予算及び決算 
4 協議会役員の選任 
5 その他、必要と認められる事項 

役員会 
（会長､副会長､事務局長､会計､理事､顧問） 
○役員会の協議事項 
1 年間事業計画(案)の策定 
2 予算(案)・決算(案)の作成 
3 各専門部、各団体への助成金 
4 規約(案)の作成及び細則等の制定並びに改廃 
5 専門部の活動の支援及び助言 
6 行政機関等との案件に対する各種事項の処理 
7 その他、会長が必要と認めた事項 

実行委員会 
○校区単位の事業の企画・運営 
1 体育祭 2 文化祭 
3 夏祭り 4 敬老会 

各種団体 

文化･ｽﾎﾟｰﾂ部 
・公民館主事会 

・体育振興会 

・山家の史跡等を

守る会 

・女性代表者会 

・ｺﾐｾﾝ利用団体 

・山家追分音頭保

存会 

まちづくり部 
・公民館主事会 

・商工組合 

・区長会 

・女性代表者会 

・財産区 

・農事組合 

防犯・防災部 
・市青少年指導

員会 

・少年補導員会 

・市消防団山家

分団 

・公民館主事会 

・(山家駐在所) 

環境部 
・山家蛍の会 

・農業委員 

・冷水自然を守

ろう会 

・環境衛生推進

員協力員 

健康福祉部 
・社会福祉協議会 

・老人ｸﾗﾌﾞ連合会 

・筑山地区民生委

員児童委員 

・身障者の会 

・健康づくり推進

協議会 

子ども育成部 
・山家小ＰＴＡ 

・筑山中ＰＴＡ 

・山家幼稚園Ｐ

ＴＡ 

・子ども会育成

会 

・やまえ文庫 

・山家小学校 

行政区長 

事務局 
（事務局長､事務局員） 
○事務局の任務 
1 事業計画の立案 
2 予算・決算・実績報告 
3 協議会の運営 
4 部会間の事業活動の総合調整 
5 各部会活動の指導・助言 
6 行政・その他関係団体との連絡調整 

運営委員会 
（役員､自治区長､部長､副部長） 
○運営委員会の協議事項 
1 協議会事業の企画立案 
2 専門部への助言及び専門部の事業報告 
3 予算・決算、規約の改廃、役員の改選その他総会提案事項 
4 その他、運営委員会が必要と認めた事項 

専門部 


